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洪水が起こる時など、堤防に設置されている水門（樋門・
樋管）の水位の観測及び開閉操作を行う方をいいます。

操作は、昼夜問わず長い時間にわたる大変な仕事であり、

鷹巣出張所管内では４５人の観測員さんが地域安全のた
め尽力されています。

５月２４日（木）、２５日（金）
の２日間、鷹巣出張所管内に
ある２３ヶ所の樋門・樋管につ
いて能代河川国道事務所及
び鷹巣出張所職員と水門等水
位観測員が合同で点検を行い
ました。

この点検では、梅雨時期の
洪水など緊急時に備えて、施
設の異常箇所の有無確認と
操作手順の確認をしました。

生活排水や雨水を堤防の中に通して河川に流すために

堤防に設置されている施設のことです。

当出張所では、北秋田市今泉～大館市比内町扇田の米代川35.9㎞・支川小猿部川1.8㎞を管理しています

ゲートを操作して開閉に異常がないか、また開閉の状況も確認しました

操作手順の確認や施設に異常がないか点検しました

樋門・樋管の合同
点検を実施しました

不法投棄は犯罪です

法律により厳しく罰せられます
不法投棄は「河川法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反する犯罪行為です。
各自ルールを守り適正な場所への処分をお願いいたします。
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